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◎庄内南部地区合併協議会構成７市町村で合併した場合
  市町村議会議員の法定定数（地方自治法第９１条第２項）
    人口１０万人以上２０万人未満　　３４人（上限）※平成１５年１月１日以後の一般選挙
    ※ 従前：人口１５万人以上２０万人未満　　４０人 から適用

１．新設合併
  合併関係市町村の議会議員は失職する。
　新市設置の日から５０日以内に新市の議会議員の選挙を実施。

（公職選挙法第３３条３項、第１１７条）

○ 原　　則
市町村名議員定数
鶴岡市 28
藤島町 18
羽黒町 18 　　　合併
櫛引町 15
三川町 16  　　４年間
朝日村 14
温海町 18
合計 127 設置選挙（34） 一般選挙（34）

①定数特例（合併特例法第６条第１項）
  設置選挙において、当該選挙の任期に限って、法定定数の２倍まで定数を増加できる。

市町村名議員定数
鶴岡市 28 　　　合併
藤島町 18  　　
羽黒町 18 　４年間
櫛引町 15
三川町 16 　法定定数の
朝日村 14 　　２倍の範囲内
温海町 18
合計 127 設置選挙(68) 一般選挙（34）

②在任特例（合併特例法第７条第１項第１号）
　合併関係市町村の議会議員で、新市の議会議員の被選挙権を有することとなる者は、最長２
年間新市の議員として在任できる。

市町村名議員定数 　　　合併
鶴岡市 28
藤島町 18  　　２年間
羽黒町 18 　合併前の関係市
櫛引町 15 　町村の議員全員
三川町 16 　が在任
朝日村 14
温海町 18
合計 127 選挙なし(127) 一般選挙(34)

議 会 の 議 員 の 定 数 及 び 任 期 の 取 扱 い
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２　編入合併(鶴岡市に編入する場合)

○原　　則
　編入される町村の議会議員は失職する。
　合併後の新市の議会議員の法定定数が、合併前の鶴岡市の議会議員の定数を上回る場合のみ、
その上回る定数分について、増員選挙を行うことができる。
　　（地方自治法第９１条第４項、公職選挙法第１１１条第３項及び第１１３条第２項）
　増員選挙で選出された議員の任期は、編入する鶴岡市の他の議員と同じ任期になる。

市町村名議員定数      合併 鶴岡市の残任期間
鶴岡市 28  
藤島町 18
羽黒町 18 鶴岡市の
櫛引町 15 　　議員(28)
三川町 16
朝日村 14
温海町 18
合計 127 増員選挙（６） 一般選挙(34)

合計(34)

①定数特例
　合併後の増員選挙（編入される旧市町村の区域ごとに選挙区を設けて増員選挙を実施）にお
いて、編入合併特例定数を採ることができ（合併特例法第６条第２項）、さらに増員選挙に続
く合併後の最初の一般選挙（旧市町村の区域で選挙区を設けることが必要）においても、この
特例定数を採ることができる。（同条第５項）

　＊　編入合併特例定数　
増員数＝編入する合併関係市町村の議会議員数

×（編入される合併関係市町村の人口／編入する合併関係市町村の人口）

　〔例〕Ａ市がＢ町を編入する場合の増員数
　＝Ａ市の議会議員数×(Ｂ町の人口/Ａ市の人口)

　　　　　任期はＡ市の残任期間。
　　　　　合併後最初の一般選挙についても同様に編入合併特例定数を採ることができ、

任期は４年間。

　 　　
＜編入合併特例定数＞
　　鶴岡市の残任期間

市町村名議員定数 人口 　合併 ４年間
鶴岡市 28 100,628 鶴岡市の議員　28 28
藤島町 18 12,294 旧藤島町増員数=28×12,294／100,628≒3 3
羽黒町 18 9,616 旧羽黒町増員数=28×9,616／100,628≒3 3
櫛引町 15 8,536 旧櫛引町増員数=28×8,536／100,628≒2 2
三川町 16 7,879 旧三川町増員数=28×7,879／100,628≒2 2
朝日村 14 5,864 旧朝日村増員数=28×5,864／100,628≒2 2
温海町 18 10,608 旧温海町増員数=28×10,608／100,628≒3 3
合計 127 155,425 　増員選挙（15）　　　　　 一般選挙 一般選挙

合計（43） （43） （34）
※端数は四捨五入、１未満は１

 ３４－２８＝６

＜編入合併

特例定数＞
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②在任特例
　編入される合併関係市町村の議会議員で、合併後の新市の議会議員の被選挙権を有すること
となる者は、鶴岡市の議会議員の残任期間だけ在任できる。

（在任特例：合併特例法第７条第１項第２号）

　〔例〕Ａ市がＢ町を編入する場合、Ａ市の議会議員の残任期間をＢ町の議会議員も全員在任

市町村名議員定数 　 合併
鶴岡市 28 　鶴岡市の
藤島町 18 　議員（28）
羽黒町 18
櫛引町 15 合併前の関係
三川町 16 市町村の議員
朝日村 14 全員が在任
温海町 18 （99）
合計 127 　 選挙なし 一般選挙（34）

（127）

③在任特例＋定数特例
　編入される合併関係市町村の議会議員で、合併後の新市の議会議員の被選挙権を有すること
となる者は、鶴岡市の議会議員の残任期間だけ在任でき（在任特例：合併特例法第７条第１項
第２号）、さらに、合併後最初の一般選挙（旧市町村の区域で選挙区を設けることが必要）に
おいても、編入合併特例定数による定数増を行うことができる。（定数特例：同条第３項）

〔例〕Ａ市がＢ町を編入する場合、Ａ市の議会議員の残任期間をＢ町の議会議員も全員在任
　　　　合併後最初の一般選挙において編入合併特例定数を採ることができる。
　　　　　増員数＝Ａ市の議会議員数×（Ｂ町の人口／Ａ市の人口）　任期４年間

鶴岡市の
　

市町村名議員定数 人口 　合併
鶴岡市 28 100,628 鶴岡市の
藤島町 18 12,294 議員（28）鶴岡市の議員　28
羽黒町 18 9,616 旧藤島町増員数=28×12,294／100,628≒3
櫛引町 15 8,536 合併前の 旧羽黒町増員数=28×9,616／100,628≒3
三川町 16 7,879 関係市町 旧櫛引町増員数=28×8,536／100,628≒2
朝日村 14 5,864 村の議員 旧三川町増員数=28×7,879／100,628≒2
温海町 18 10,608 全員が在 旧朝日村増員数=28×5,864／100,628≒2
合計 127 155,425 任（99） 旧温海町増員数=28×10,608／100,628≒3

選挙なし 一般選挙（43）　　　　　　　　　　　一般選挙
（127） ※　端数は四捨五入、１未満は１ 　　(34)

鶴岡市の残任期間

 残任期間
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○　選挙区の設定

「特に必要があるとき」は、条例で選挙区を設けることができる。（公職選挙法１５条６項）

　※「特に必要があるとき」とは、例えば、市町村合併によって地域が広大になっていることな

　　どが考えられる。

＜選挙区の設定＞

　　あらかじめ合併関係市町村において協議をしておき、自治法施行令第１条の２の規定による

　職務執行者の専決処分により行うこととなる。

＜選挙区別定数＞

　　人口に比例して条例で定めなければならない（公職選挙法１５条８項）が、ただし、

　（１）特別の事情があるときは、概ね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることが

　　　できる。（公選法第15条第８項ただし書）

　（２）市町村の廃置分合又は境界変更があったときは、関係区域を区域とする選挙区、または

　　　関係区域を編入した選挙区については、人口に比例しないで定めることができる。

（公選令第９条）

　　　　なお、この特例を適用する場合は、適用期間が次のとおり限られるものと解される。

（S29.２.17、S29.３.30、S30.２.16行政実例）

　　　ア）議員の定数や任期の特例を選択しない場合 … 設置選挙から次の一般選挙の前まで。

　　　　（当該一般選挙には適用できません。以下同じ。）

　　　イ）定数特例を選択した場合 … 設置選挙から次の一般選挙の前まで。

　　　ウ）在任特例を選択した場合 … 合併後最初の一般選挙の前まで。

※　市町村単位で選挙区を設定した場合の人口比例による選挙区別定数の試算

（ア）原則（議員の定数や任期の特例を選択しない場合）　　法定定数３４人

　　 　（単位：人）

市町村名 議員定数 × 　市町村人口　／　全体人口　= 　　議員数

鶴岡市 34 × 　　100,628　／　155,425 　= 22

藤島町 34 × 　　 12,294　／　155,425　 = 3

羽黒町 34 × 　  　9,616　／　155,425　 = 2

櫛引町 34 ×  　　 8,536　／　155,425　 = 2

三川町 34 ×   　　7,879　／　155,425 　= 2

朝日村 34 × 　  　5,864　／　155,425 　= 1

温海町 34 × 　 　10,608　／　155,425　 = 2

合　計 34

（イ）定数特例を選択した場合 議員定数：法定定数の２倍の範囲内より６８人と仮定

　　　 　（単位：人）

市町村名 議員定数 × 　市町村人口　／　全体人口　= 　　議員数

鶴岡市 68 × 　　100,628　／　155,425 　= 44

藤島町 68 × 　　 12,294　／　155,425　 = 5

羽黒町 68 × 　  　9,616　／　155,425　 = 4

櫛引町 68 ×  　　 8,536　／　155,425　 = 4

三川町 68 ×   　　7,879　／　155,425 　= 3

朝日村 68 × 　  　5,864　／　155,425 　= 3

温海町 68 × 　 　10,608　／　155,425　 = 5

合　計 68

 4
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議 会 の 議 員 の 定 数 及 び 任 期 の 取 扱 い 先 進 事 例 
                                                                ※H15.1.1自治法第91条改正 ( )内改正前 
                                                                            (平成15年9月10日現在) 

市 町 村 名 関係市町村名(合併前議員数) 
合併 

方式 
定数の取扱い 任期の取扱い 合併期日 

H12 国調 

人  口 

合併前議 

員数合計 

合 併 時 

議員数① 

法 定 

定数② 

条例 

定数 
①/② 

条例定数 

適用年月 

ひたちなか市 

（茨城県） 
勝田市(30)、那珂湊市(22) 新設 在任特例 １年間 H06.11.01 

(H2) 142,028 

(H12) 151,673 
52 52 

(36) 

34 
28 

1.44 

1.53 

7/11～(34 人) 

11/11～(30 人) 

15/11～(28 人) 

あ き る 野 市 

（東京都） 
秋川市(18)、五日市町(18) 新設 在任特例 １年１０月間 H07.09.01 

(H2) 71,685 

(H12) 78,351 
36 36 

(36) 

30 
24 

1.00 

1.20 

9/7～(26 人) 

13/7～(24人) 

篠 山 市 

(兵庫県) 

篠山町(18)、西紀町(12)、 

丹南町(15)、今田町(12) 
新設 在任特例 １年１月間 H11.04.01 

(H7) 44,752 

(H12) 46,325 
57 57 

(30) 

26 
22 

1.90 

2.20 

12/5～(26人) 

16/5～(22人) 

新 潟 市 

（新潟県） 
新潟市(48)、黒崎町(22) 編入 

在任特例 

（黒崎町議員） 

新潟市議員 

の残任期間 
H13.01.01 

(H7) 518,374 

(H12) 527,324 
70 70 

(56) 

56 
52 1.25 15/5～ 

西 東 京 市 

（東京都） 
田無市(24)、保谷市(22) 新設 在任特例 ２年間 H13.01.21 

(H7) 175,073 

(H12) 180,885 
46 46 

(40) 

34 
30 

1.15 

1.53 

15/1～(36人) 

19/1～(30人) 

潮 来 市 

(茨城県) 
潮来町(20)、牛堀町(14) 編入 

在任特例 

（牛堀町議員） 

潮来町議員 

の残任期間 
H13.04.01 

(H7) 32,133 

(H12) 31,944 
34 34 

(30) 

26 
24 

1.13 

1.31 
16/2～ 

さ い た ま 市 

（埼玉県） 

浦和市(40)、大宮市(37)、 

与野市(25) 
新設 在任特例 ２年間 H13.05.01 

(H7) 968,999 

(H12)1,024,053 
102 101 

(64) 

64 
64 1.58 15/5～ 

大 船 渡 市 

（岩手県） 
大船渡市(24)、三陸町(16) 編入 

在任特例 

（三陸町議員） 

大船渡市議員 

の残任期間 
H13.11.15 45,160 40 40 

(30) 

26 
26 

1.33 

1.54 
16/5～ 

さ ぬ き 市 

(香川県) 

津田町(14)、大川町(12)、志度町

(18)、寒川町(12)、長尾町(11) 
新設 在任特例 １年２月間 H14.04.01 57,772 67 66 

(36) 

30 
26 

1.83 

2.20 
15/6～ 

つ く ば 市 

（茨城県） 
つくば市(36)、茎崎町(15) 編入 

在任特例 

（茎崎町議員） 

つくば市議員 

の残任期間 
H14.11.01 191,814 51 51 

(40) 

34 
33 

1.28 

1.50 
在任特例中 

福 山 市 

(広島県) 

福山市(38)、内海町(12) 

新市町(18) 
編入 

定数特例(増員選挙) 

(内海町１新市町2) 

福山市議員の

残任期間 
H15.02.03 403,915 68 41 46 38 0.89 〃 

廿 日 市 市 

(広島県) 

廿日市市(20)、佐伯町(16)、 

吉和村(8) 
編入 

在任特例 

（佐伯・吉和議員） 

廿日市議員 

の残任期間 
H15.03.01 87,061 44 44 30 20 1.50 〃 

静 岡 市 

（静岡県） 
静岡市(45)、清水市(33) 新設 在任特例 ２年間 H15.04.01 706,513 78 75 56 56 1.34 

現員７４人 

在任特例中 

南 アルプス市 

(山梨県) 

八田村(16)、白根町(20)、 
芦安村(10)、若草町(16)、 
櫛形町(17)、甲西町(16) 

新設 在任特例 １年１１月間 〃 70,116 95 95 30 30 3.17 
17/3 

在任特例中 

東 か が わ 市 

（香川県） 

引田町(14)、白鳥町(14)、 

大内町(16) 
新設 在任特例 ２年間 〃 37,760 44 42 26 未制定 1.62 

現員４２人 

在任特例中 
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議 会 の 議 員 の 定 数 及 び 任 期 の 取 扱 い 先 進 事 例 
                                                                ※H15.1.1自治法第91条改正 ( )内改正前      

市 町 村 名 関係市町村名(合併前議員数) 
合併 

方式 
定数の取扱い 任期の取扱い 合併期日 

H12 国調 

人  口 

合併前議 

員数合計 

合 併 時 

議員数① 

法 定 

定数② 

条例 

定数 
①/② 

条例定数 

適用年月 

あ さ ぎ り 町 

(熊本県) 

上村(14)､免田町(14)、岡原村(10)、

須恵村(10)、深田村(10) 
新設 在任特例 １年１月間 H15.04.01 17,751 58 54 22 22 2.45 

16/5 

在任特例中 

加 美 町 

(宮城県) 

中新田町(18)、小野田町(18)、 

宮崎町(16) 
新設 在任特例 ２年間 〃 28,330 52 49 26 20 1.88 在任特例中 

神 流 町 

(群馬県) 
万場町(12)、中里村(10) 新設 在任特例 1 年11 月間 〃 3,210 22 21 14 14 1.50 〃 

山 県 市 

(岐阜県) 

高富町(16)、伊自良村(12)、 

美山町(14)、 
新設 在任特例 １年１月間 〃 30,951 42 42 26 22 1.62 〃 

呉 市 

(広島県) 
呉市(34)、下浦刈町(10) 編入 

定数特例(増員選挙) 

（下浦刈町選挙区１） 

呉市議員の 

残任期間 
〃 205,382 44 44 38 35 1.16 15/5～ 

新 居 浜 市 

(愛媛県) 
新居浜市(34)、別子山村(8) 編入 

在任+定数特例(1) 

(別子山村議員) 

新居浜市議員

の残任期間 
〃 125,537 42 42 34 31 1.24 

15/5～(31人) 

19/5～(30人) 

宗 像 市 

(福岡県) 
宗像市(22)、玄海町(16) 新設 在任特例 １年７月間 〃 91,883 38 38 30 22 1.27 

特例後最初の

選挙のみ 24 人 

周 南 市 

(山口県) 

徳山市(27)、新南陽市(22)、 

熊毛町(18)、鹿野町(14) 
新設 在任特例 ２年間 H15.04.21 157,383 81 78 34 34 2.29 在任特例中 

瑞 穂 市 

(岐阜県) 
穂積町(20)、巣南町(13) 新設 在任特例 1 年間 H15.05.01 46,571 33 33 30 20 1.10 〃 

野 田 市 

(千葉県) 
野田市(32)、関宿町(20) 編入 

在任特例 

(関宿町議員) 

野田市議員の

残任期間 
H15.06.06 151,197 52 52 34 32 1.53 〃 

新 発 田 市 

（新潟県） 
新発田市(30)、豊浦町(18) 編入 在任特例 

新発田市議員 

の残任期間 
H15.07.07 90,604 48 48 30 30 1.60 〃 

田 原 市 

(愛知県) 

田原町(20)、 

赤羽根町(14→6 H15.4 選挙) 
編入 在任特例 

田原町議員 

の残任期間 
H15.08.20 43,132 26 26 26 26 1.00 〃 

千 曲 市 

(長野県) 

更埴市(22)、上山田町(16) 

戸倉町(18) 
新設 在任特例 1 年7 月間 H15.09.01 64,549 56 56 30 28 1.87 〃 

飛 騨 市 

(岐阜県) 

古川町(16)、河合村(10) 
宮川村(10)、神岡村(14) 新設 

原   則 

 

旧町村毎選挙区設定 

(平等割2＋人口割) 

４年間 H16.02.01 30,421 50 26 26 26 1.00 16/2～ 
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議 会 の 議 員 の 定 数 及 び 任 期 の 取 扱 い 先 進 事 例 
                                                                ※H15.1.1自治法第91条改正 ( )内改正前      

市 町 村 名 関係市町村名(合併前議員数) 
合併 

方式 
定数の取扱い 任期の取扱い 合併期日 

H12 国調 

人  口 

合併前議 

員数合計 

合 併 時 

議員数① 

法 定 

定数② 

条例 

定数 
①/② 

条例定数 

適用年月 

対 馬 市 

(長崎県) 

厳原町(20)､美津島町(16)、 

豊玉町(14)、峰町(13)、 

上県町(14)、上対馬町(16) 

新設 在任特例 １年3 月間 H16.03.01 41,230 93 92 26  3.54  

壱 岐 市 

(長崎県) 

郷ノ浦町(18)、勝本町(16)、 

芦辺町(16)、石田町(12) 
新設 在任特例 ２年間 〃 33,538 62 62 26  2.38  

郡 上 市 

(岐阜県) 

八幡町(18)、大和町(14) 

白鳥町(16)、高鷺町(10) 

美並町(12)、明宝村(10) 

和良村(10) 

新設 

定数特例 

 

旧町村毎選挙区 

設定7 

４年間 〃 49,377 90 30 26 26 1.15 
特例選挙時の 

み定数30 人 

佐 渡 市 

(新潟県) 

両津市(18)、相川町(18)、 

佐和田町(18)、金井町(16) 

新穂村(14)、畑野町(16) 

真野町(16)、小木町(14) 

羽茂町(14)、赤泊村(14) 

新設 定数特例 ４年間 〃 72,172 158 60 30 30 2.00  

上 天 草 市 

(熊本県) 

大矢野町(20)、松島町(16) 

姫戸町(12)、龍ヶ岳町(14) 
新設 在任特例 1 年1 月間 H16.03.31 35,314 62 62 26  2.38  

阿 賀 野 市 

(新潟県) 

安田町(18)、京ヶ瀬村(18)、 

水原町(20)、笹神村(18) 
新設 在任特例 7 月間 H16.04.01 48,456 74 74 26 26 2.85 16/11～ 

三 次 市 

(広島県) 

三次市(20)、君田村(10) 

布野村(12)、作木村(10) 

吉舎町(12)、三良坂町(10) 

三和町(12)、甲奴町(12) 

新設 

定数特例 

 

旧市町村毎選挙区

設定８ 

４年間 〃 61,635 98 38 30 26 １.27 20/4～ 

西 近 江 市 

(滋賀県) 

マキノ町(12)、今津町(14) 

安雲川町(16)、高島町(12) 

新旭町(14)、 

新設 原   則  H16.10.01 52,826 68 30 30 30 1.00 16/10～ 

愛 南 町 

(愛媛県) 

内海村(12)、御荘町(18) 

城辺町(18)、一本松町(14) 

西海町(14) 

新設 在任特例 7 月間 〃 29,331 76 76 26  2.92  

今 治 市 

(愛媛県) 

今治市(30)、朝倉町(14) 

玉川町(16)、波方町(16) 

大西町(18)、菊間町(16) 

吉海町(14)、宮窪町(14) 

伯方町(14)、上浦町(14) 

大三島町(14)、関前村(8) 

新設 原   則  H17.01.16 180,627 188 34 34 34 1.00  



新市名 合併方式
定数の
取扱い

任期の
取扱い

関係市
町村名

合併前
議員数

選挙区
定員数

定員比率
人　　口
(H12国調)

人口比率
人口割に
よる定数

法定定数
(上限)

備　　　考

古 川 町 16 11 42.3% 16,209 53.3% 14

飛 騨 市 原　　則 河 合 村 10 3 11.5% 1,466 4.8% 1

新　設 ４年間 宮 川 村 10 3 11.5% 1,178 3.9% 1 ２６人

(岐阜県) ２６人 神 岡 町 14 9 34.7% 11,568 38.0% 10

（計） 50 26 100.0% 30,421 100.0% 26

八 幡 町 18 8 26.7% 16,541 33.5% 10

大 和 町 14 4 13.3% 7,004 14.2% 4

郡 上 市 定数特例 白 鳥 町 16 6 20.0% 12,723 25.8% 8

新　設 ４年間 高 鷲 村 10 3 10.0% 3,484 7.0% 2 ２６人

(岐阜県) ３０人 美 並 村 12 3 10.0% 5,244 10.6% 3

明 宝 村 10 3 10.0% 2,114 4.3% 1

和 良 村 10 3 10.0% 2,267 4.6% 1

（計） 90 30 100.0% 49,377 100.0% 30

三 次 市 20 20 52.5% 39,503 64.1% 24

君 田 村 10 2 5.3% 2,000 3.2% 1

布 野 村 12 2 5.3% 2,003 3.2% 1

三 次 市 定数特例 作 木 村 10 2 5.3% 2,014 3.3% 1

新　設 ４年間 吉 舎 町 12 3 7.9% 5,093 8.3% 3 ３０人

(広島県) ３８人 三良坂町 10 3 7.9% 3,972 6.4% 2

三 和 町 12 3 7.9% 3,789 6.2% 2

甲 奴 町 12 3 7.9% 3,261 5.3% 2

（計） 98 38 100.0% 61,635 100.0% 38

※選挙区定員算出方法
平等割２人、残り人口割
※将来の定数、選挙区設
定は新市で協議

※選挙区定員算出方法
最低３人＋人口勘案
※条例定数：２６人
※将来の定数、選挙区設
定は新市で協議

※選挙区定員算出方法
最低２人とし、定数３０
人での人口割による定数
(三次市19、各町2、各村
1)に各１人増員
※条例定数：２６人

選　　挙　　区　　設　　定　　先　　進　　事　　例

 8
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◇年間所要額　　（鶴岡市の報酬額等を適用した場合） (円）

職 人　　数 報酬月額 報酬年額 手当年額 共済費年額 政務調査費年額 合計年額
議　　　　　 長 1 515,000 6,180,000 2,523,500 580,000 240,000 9,523,500
副　　議　　長 1 475,000 5,700,000 2,327,500 580,000 240,000 8,847,500
議　　　　　 員 32 450,000 172,800,000 70,560,000 18,560,000 7,680,000 269,600,000

計 34 1,440,000 184,680,000 75,411,000 19,720,000 8,160,000 287,971,000
議　　　　　 長 1 515,000 6,180,000 2,523,500 580,000 240,000 9,523,500
副　　議　　長 1 475,000 5,700,000 2,327,500 580,000 240,000 8,847,500
議　　　　　 員 66 450,000 356,400,000 145,530,000 38,280,000 15,840,000 556,050,000

計 68 1,440,000 368,280,000 150,381,000 39,440,000 16,320,000 574,421,000
議　　　　　 長 1 515,000 6,180,000 2,523,500 580,000 240,000 9,523,500
副　　議　　長 1 475,000 5,700,000 2,327,500 580,000 240,000 8,847,500
議　　　　　 員 125 450,000 675,000,000 275,625,000 72,500,000 30,000,000 1,053,125,000

計 127 1,440,000 686,880,000 280,476,000 73,660,000 30,480,000 1,071,496,000

◇合併後７年間の所要額

　　①原則：合併時から法定定数 (円）

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 合計
３４人 ３４人 ３４人 ３４人 ３４人 ３４人 ３４人
287,971,000 287,971,000 287,971,000 287,971,000 287,971,000 287,971,000 287,971,000 2,015,797,000

　　②定数特例：合併時から４年間、定数特例６８人を適用

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 合計

３４人 ３４人 ３４人

574,421,000 574,421,000 574,421,000 574,421,000 287,971,000 287,971,000 287,971,000 3,161,597,000

対原則増加額 286,450,000 286,450,000 286,450,000 286,450,000 0 0 0 1,145,800,000

　　③在任特例：合併時から２年間、在任特例１２７人を適用

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 合計

３４人 ３４人 ３４人 ３４人 ３４人
1,071,496,000 1,071,496,000 287,971,000 287,971,000 287,971,000 287,971,000 287,971,000 3,582,847,000

対原則増加額 783,525,000 783,525,000 0 0 0 0 0 1,567,050,000

６８人 ６８人

１２７人 １２７人

６８人 ６８人

１２７人

３４人

６８人

新設合併の場合の議員報酬等所要額
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